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障害者の生計の実態について①  

障害者の主な生計  

手当，1．1％  

の  （「主に何で生計を維持していますか」との間に答えた人  

（出典：「障害者施策総合調査」（平成20年2月～3月 内閣府実施）  
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障害者の生計の実態について②  

1ケ月当たりの各種収入の合計金額  

不明一無回 ′「1万円，2．8％  

1ケ月の生活費  

50万円，  
1．4％  50万円，「不明■無回  

1・4％、答，11．0％  
1万円，2．8％  

1～3万円，  
4．1％  

答．10．9％  
し  

＼  

ト｝3万円，   

4．1％  
30～50万  

；円．5．7％ 

25～30万ノ   

円．4．2％  
／   

L 23～25万 

円，2．8％  

3・L  
】  

3～7万呵   

12．1％  

■7～11万円．   

28．1％  

＼＼、、」7～‖万円．  

28．1％  
15－23万」．  

円．15．0％  

11へ′15万  

円・12・9％   

（「あなたの1ケ月の生活費（支出）はどれくらいですか」と：の間への回答）  

＝～15万  

円，13．0％   

（「働いている場合、1ケ月の賃金（作業工賃を含む。）はどれくらいですか」  
「■家族からの援助を受けている場合、1ケ月当たりの援助の猿はどれくらいですか」  
「公的年金を受給していますか。また、その1ケ月当たりの年金額はいくらですか」  
「手当等を受給していますか。また、1ケ月当たりの手当頼はいくらですか」   
との間への回答の合計金頼）  

0調査対象：全国から抽出した障害者：5，124人  
0有効回収数：2，563人（有効回収率：50．0％）  
（内訳）■身体障害者手帳所持者：1．522人  

・療育手帳所持者：4フ6人  

・精神保健福祉手帳所持者：475人  

・その他：90人  

0調査方法：郵送による配布・回収   

（出典：「障害者施策総合調査」  

（平成20年2月～3月 内閣府実施）  
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障害者の生計の実態について③  

家賃を払っている場合、1ケ月当たりの  

家賃の額  

1～3万円， 3～7万円， 7～11万円，  
6・5％ ＼、10・5％  ′  2t7％  

1ケ月当たりの障害福祉サービスの利用料  

～1万円  
11～15万円．  

0．5％  

15～23万円，  

0．1％   

2．0％  

不明・無回  

答，57．9％「  ＼、、23～25万円，  
＼、＼  

＼、、＼ 

＼（、  

い、  ＼  
＼ ＼  

0．0％  

、25～30万円，  

0。0％   

不明・無回  

答，72．7％  

＼、＼、＼30～50万円・  

50万円，0．0％  0・0％  

（「障害福祉サービスを利用するのに1か月にどれくらい支出していますか」との間への回答）  （「家賃を払っている場合、1ケ月当たりの家賃の頼はどれくらいですか」との間への回答）  

（出典：「障害者施策総合調査」（平成20年2月～3月 内閣府実施）   



本人収入   他の世帯員の収入   世帯収Å合計  

単身世帯   12，7  頂2M7   

グループホーム   10．9 頂0の9   

その他世帯   10．7   皐こ；≡   19．3   

夫婦等   15．7   35、0   5Q，8   

親兄弟同居   8．3   44、8   53日1   

平均   12ト9   31、了   44。7   

∈単位：万円／月ラ  

（注）「障害者の所得保障と自立支援施策に関する調査研究」（平成18年度）を基に月額を  

算出したもの。  
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者の年金・手当等の受給状頴  

1．身体障害者（在宅20歳以上）の年金・手当受給の有無  

lO†i    20†i  30％  40，i  

（出典：身体障害児t者基礎調査（平成18年））。公的手当には地方公共団休が独自に支給している手当などを含む。）  

2．知的障害者（在宅20歳以上）の年金・手当受給の有無  

公的年金‥‥  

公的手当  

50サi   80†i   70？i   80，i   90，i lOO％  0，i  lO％    20†i    30，i    ヰ0％  

（出典：知的障害児（者）基礎調査（平成17年））  

3．精神障害者の年金受給の有無  

0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
％
 
 

（出典：精神障害者社会復帰サービス等調査（平成15年））   
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生活保護を受給する障害者の状況  
1．障害者数（傷病・障害別）  

総数  
障害・傷病   

者   席革章  

戯  
傷病者数  

存症   
精神病   その他   

1，473，26   
749，810   …′   J紙別叩   Jヰ73旧   jJJ  527．590   15，080   

0  

154，030  358，480   

2．障害者世帯数  

総数   高齢者世帯   母子世帯  傷病■障害者世帯   
鱒革声密勅   

その他世帯  
（傷病者世帯）   

1，050，650   470．090   86，770   401，420   ′ノI鎚！   256，520   92，370   

3．障害者世帯の住居  

総数  摩害者世帯   持ち家  持ち家  その他  

（一戸  （マン  公営住宅   借家   貸間   

建て）  ション）  

1，050．650   71珂勃形   ノI一′   竺’I‡   ．∴ナJ／   乃藩卿   芸ゴ声r＝；′■∫毛；   ノ′′∴′′・′視   

4．障害者世帯の収入  

（1）就労の状況  ：世帯主が就労6，460世帯就労収入額51，647円く平均月梅）  

（2）年金の受給状洩：年金収入のある世帯数64，640世帯うち障青年金受給世帯50，650世帯  

く出典：被保護者全国一斉調査（平成18年7月 社会■援護局保護課実施））  
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公営住宅においては、知的障害者、精神障害者が地域での自立した生活を営む場を提  
供する万策として、平成8年に公営住宅法を改正し、社会福祉法人等が「グループ  
ホーム事業」を実施する場合に公営住宅を活用することができるとした。  

対象となる社会福祉事業  

①認知症高齢者グループホーム事業  

：老人福祉法に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業  

②知的障害者グループホーム事業、精神障害者グループホーム事業  
：障害者自立支援法に規定する共同生活介護又は共同生活援助を行う事業（同法に規定する精神障害者又は知的障害者に対して行う  

ものに限る。  
③ホームレスの自立支援のための活用  

：ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法に規定するホームレス自立支援事業により就業した者に対して生活上の支援を行う  

事業（地方公共団体が当該事業に要する費用の全部又は一部を負担してその推進を図るものに限る。）  

公営住宅を活用することができる主体  

①社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人  

②地方公共団体  

③医療法人  

④民法第34条の規定により設置された法人  

⑤特定非営利活動促進に基づき設置された特定非営利活動法人  

⑥介護保険法に規定する指定地域密着型サービス事業者で認知症対応型共同生活介護を行うもの又は指定地域密着型介護予防  

サービス事業者で介護予防認知症対応型共同生活介護を行うもの   



※平成8年度、12年度については、認知症高齢者グループホーム垂業を含む。  国土交通省資料より  
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巨 家賃補助』  匪．＿サ毒、i萱＿＿表蛙些．【．套．畢．ご．－昼  

公営住宅  

（概ね国45％、地方55％）  

・平均家賃補助琴月23，240円（平成絹嘩度厚生労働省調べ）   

※実施自治体敷：6都道府県、149市町村  
対象者観863人、平成19年度予算額12，2億円   

・GHJCH       、1⊥＿む二塁三＿＿旺巴．   

（平成17年計軒列レープホーム学会調べ）  民
間
賃
貸
住
宅
 
 

、－一一′  

′一‾、、  

・家賃補助輯対象世帯数×月4万円を限度   
※r特優鴛」：16万戸、「高儀眉」：8万戸く平成19年度未）  

（注1）障害者の入所施設については、居住費用の負担はない。  
（注2）家賃補助については、上記のほか、生活保護制度における「住宅扶助」の仕組みく最低額21，300円～最高額53，700円）がある。  
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府県別家賃について  

◆1月当たりの家賃は、最低（宮崎）と最高（東京）で2倍以上の開き。  

全
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徳
島
 
 

山
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広
島
 
 

岡
山
 
 

島
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鳥
取
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歌
山
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良
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庫
 
 

大
阪
 
 

京
都
 
 

滋
賀
 
 

三
重
 
 

愛
知
 
 

静
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野
 
 

山
梨
 
 

福
井
 
 

石
川
 
 

富
山
 
 

新
潟
 
 

神
奈
川
 
 

東
京
 
 

千
葉
 
 

埼
玉
 
 

群
馬
 
 

栃
木
 
 

茨
城
 
 

福
島
 
 

山
形
 
 

秋
田
 
 

宮
城
 
 

岩
手
 
 

青
森
 
 

北
海
道
 
 

（出典）総務省「住宅1土地統計調査」による2003年のデータ（専用住宅の総数）。宮崎＝1．00とした場合の値。  
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